
香取市災害復興会議 会議資料 

 

（１）議長・副議長の選出について 

根拠：香取市災害復興会議設置要綱 第４条 （資料２ P4～5参照） 

役員：議長・副議長 

選出：委員による互選 

 

役 職 氏  名 備 考 

議 長   

副議長   

 

 

（２）香取市の被災状況について 

資料３「香取市の被災状況・対応状況について」P6～9参照 

 

 ※参考資料 「東日本大震災 香取市 被災状況写真」 

 

 

（３）香取市震災復旧・復興基本方針について 

    資料４「香取市震災復旧・復興基本方針」P10～13参照 

 

 

（４）香取市災害復興計画策定方針について 

    資料５「香取市災害復興計画策定方針」P14～16参照 

 

 

（５）香取市災害復興計画策定スケジュールについて 

    資料 6-1「香取市災害復興計画策定スケジュール」P17参照 

    資料 6-2「香取市災害復興会議 会議スケジュール」P18参照 

 

 



（６）香取市の被災状況・対応状況と課題について 
    資料７「香取市の被災状況・対応状況と課題」 参照 

 

 

（７）香取市災害復興計画骨子案について 

    資料８「香取市災害復興計画骨子案」  参照 

 

 

（８）その他 

・東日本大震災にかかる国・県の主な動き 

 

・市民アンケート速報（中間報告） 

 

 

 

 



香取市災害復興会議 委員名簿 

 

（平成 23年 8月 3日） 

分類 団体・役職名等 氏名 備考 

識見者 

(３人) 

日本大学理工学部 教授 

（日本都市計画学会会長）  
岸 井 隆 幸  

東京都下水道サービス株式会社 

代表取締役社長 
前 田 正 博  

香取市教育委員会 委員長 野 口 晴 男  

公共的 

団体 

(８団体) 

かとり農業協同組合 

代表理事組合長 
堀 井   啓  

佐原農業協同組合 

代表理事組合長 
淺 野 文 男  

佐原商工会議所 会頭 柏 木 幹 雄  

香取市商工会 会長 髙 岡 宏 基  

水郷佐原観光協会 会長 城之内 義 雄  

水郷小見川観光協会 会長 大 槻 忠 雄  

香取市社会福祉協議会 会長 亀 谷 秀 夫  

香取市金融懇談会 幹事 飯 田 教 久 
銚子商工信用組

合 

関係機関 

(２機関) 

国土交通省 

利根川下流河川事務所 所長 
松 井 健 一  

千葉県 

香取地域振興事務所 所長 
花 澤   栄  

市民代表 

（４人） 

香取市自治会連合会 会長 尾 形 忠 志  

香取市農業シンクタンク 委員 根 本 由美子  

香取市消費生活相談員 鈴 木 恵 子  

佐原おかみさん会 会長 香 取 理 恵  

資料１ 



香取市告示第 138 号 

香取市災害復興会議設置要綱 

（設置） 

第１条 市は、東日本大震災からの復興を目的とする香取市災害復興計画

（以下「復興計画」という。）の策定及び復興計画に基づく施策（以下

「復興施策」という。）の推進に関し、有識者や市内の各種団体、関係

機関などの意見等を反映させるため、香取市災害復興会議（以下「復興

会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 復興会議は、次に掲げる事項について協議及び検討を行い、意見

を述べる。 

(１) 復興計画の策定 

(２) 復興施策の推進 

(３) 前２号に掲げるもののほか、復興に関し必要な事項 

（組織及び任期） 

第３条 復興会議は、委員 20 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 識見を有する者 

(２) 公共的団体の役員 

(３) 関係行政機関の職員 

(４) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、委嘱の日から３年とする。 

（議長及び副議長） 

第４条 復興会議に議長及び副議長を置き、委員の互選によりこれを定め

る。 

２ 議長は、会務を総理し、復興会議を代表する。 

３ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第５条 復興会議の会議は、議長が招集し、これを主宰する。 

資料２ 



（庶務） 

第６条 復興会議の庶務は、市長が定める機関において処理する。 

（その他） 

第７条 この告示に定めるもののほか、復興会議の運営に関し必要な事項

は、議長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成 23 年７月 21 日から施行する。 

 



 

平成２３年７月２１日 

 

香取市の被災状況・対応状況について 
 

１．香取市内の被災状況（概要・７月１５日現在） 

  

○建物被害 

 ・約５，０００棟（全半壊 ＋ 一部損壊） 

   被災建築物が非常に多く、詳細は調査中。 

   なお、５月２日付けで内閣府より、地盤の液状化等により損傷した住家の被害認定につ

いて、新たな基準が示され、建物の傾斜基準の緩和及び建物の潜り込み被害が新たに判定

の対象となった。 

 

 ・被害認定状況  

ア 全壊         １９５ 

イ 大規模半壊      ９５１ 

ウ 半壊         ９６３ 

エ 一部損壊     ２,３５５ 

オ その他        ３６１   

計         ４,８２５ 

 

 ・被災建築物応急危険度判定 

   調査済み １，６９５件  

 （結果）        危険 ３５７件、 要注意 ７２３件 

（うち重伝建地区等） 危険 １１６件、 要注意 ２４６件 

 

○液状化の状況 

 ・市全体で、約３，５００ｈａという広大な面積で液状化。（東京ドーム 約７５０個分） 

 ・住宅地では、佐原地区、小見川地区の低地を中心に約１４０ｈａで液状化。 

 

○道路、河川等 

 ・道路被災 約５４０件 （現在、通行止： 8か所、片側通行： 5か所） 

(最大、通行止：81か所、片側通行：31か所） 

 ・河川被災 １９件 

河床隆起（1件）、護岸亀裂・傾斜等（12件）、水門周辺崩壊・門扉傾斜等（6件） 

（他に、県管理一級河川小野川の河床隆起、護岸崩壊あり） 

  ・急傾斜地 １件 

 

○上水道 

 ・栗源地区を除き、ほぼ全域 約 19,760戸が断水。 

  ４月１７日、仮設配管を含む復旧工事により市内全域で断水が解消。 

 

○下水道 

・下水道本管、マンホール、取付管、公共ますの砂没や断裂、家庭の排水管の損傷により、

ピーク時、公共下水道で約１,５００戸、農業集落排水で約９００戸に影響。 

資料３ 



  充分な流下能力を確保できていない水郷大橋町、住金団地及び香北地区については仮設ポンプ

を設置し運転中 

 

○学校施設等 

 ・小中学校、給食センターは、ほぼ全施設が被災。応急対策（補修）等を実施。 

 ・新島中学校は、液状化により校舎全体が傾斜し使用不可状態のため、新島小学校で授業を

実施。現在、新島中学校屋内運動場脇に仮設校舎を建設中 

 

○消防施設 

 ・栗源分遣所が被災。使用不能となったため、栗源支所に一時移転して対応。 

 

○農業関係 

 ・液状化等による農業関係施設の損傷により、広大な面積で水稲の作付が不能となる。 

  当初、今年度の作付不能面積は、約２，５００ｈａ、収量で１．４万トン減、損害額は約

２８億円と想定。但し、施設の段階的な復旧などにより、当初の想定より作付不能面積は

減少し、現時点では、約 328.3ｈａ、収量で約 1,838トン減、損害額は約 3.6億円と想定 

  このほか、田植え時期等の遅延による水稲の損害も懸念されるが、具体的な損害額等は不

透明 

 ・ＪＡかとり管内で採取されたホウレンソウから放射性ヨウ素が基準値を超えて検出された

ため４月４日に出荷制限。（４月２２日解除） 

 

○市内の公共施設の被害額 ： 約２００億円（現時点の概算） 

 （水道、下水道、道路、河川、農業関係施設、観光関係施設、文教施設、庁舎、消防、その

他公共施設に関するもののうち、市で現在把握している損害額の概算） 

 

２．香取市の主な対応状況 

 

○ライフライン対策 

 ・水道、下水道の復旧作業・給水活動の実施。 

給水所の設置：市役所、公民館、小学校等にピーク時で１５か所設置（５月１５日撤去） 

給水支援：陸上自衛隊（3/11から 4/4までの 24日間、延 465名、500ｔ、4/5撤収） 

  給水車応援：成田市、鴨川市、八千代市、東庄町、埼玉県企業局、所沢市、深谷市、日本鋪道㈱ 

  復旧工事支援：八千代市管工事協同組合、柏市管工事協同組合 

 

○住宅対策 

 ・公営住宅等への入居斡旋（２１世帯） 

市営住宅（３世帯） 県営住宅（２世帯） 国家公務員宿舎（９世帯） 

民間借上げ（７世帯） 

 ・応急仮設住宅 ３０戸が旧佐原ニ中運動場に建設され、５月１０日から入居開始 

 ２９世帯が入居(１世帯が退去) 

 ・避難所（市民体育館）は、ライフラインの復旧や応急仮設住宅等の建設により５月１５日

に閉鎖。利用者は延べ１,２５６世帯、２,７９７人、受付業務従事者は延べ４１１人 

・応急仮設住宅等入居者に対し、香取市内（佐原・小見川・山田）循環バスの無料乗車証を

交付し、運賃を無料化 

 

○放射能対策 



・水道水の放射能対策 

  放射線量の測定について、玉造浄水場では７月から週２回、その他４浄水場では、週 1回の測

定を実施 

玉造浄水場（７月１２日現在）、その他の４浄水場（７月５日現在）の測定では、全て不検出 

・浄水処理発生汚泥の放射能対策 

 浄水処理工程から発生する汚泥中の放射線量を月２回測定し、ホームページで公表しています。 

・大気中の放射能対策 

千葉県及び成田空港における放射線測定データについては、5 月中旬以降は、継続して過去平

常値の範囲のレベル、引き続き注視する。 

これまで市内で実施した測定は、以下のとおり。 

測 定 日 測定場所 測定方法 
測定結果(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時) 

暫定基準値：3.8  

6月 1～3日、6日 市内 28施設 簡易測定 暫定基準値以下（0.08～0.23） 

6月 10～17日 学校等 32施設 簡易測定 暫定基準値以下（0.04～0.24） 

6月 23日、30日 
新島中学校（市北部） 

府馬小学校（市南部） 
簡易測定 暫定基準値以下（0.09～0.15） 

 

測 定 日 測定場所 測定方法 
測定結果(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時) 

暫定基準値：3.8 

7月 4～6日、8日 小中学校・幼稚園 

37施設 
簡易測定 

暫定基準値以下（0.07～0.25） 

6月 23日 新島中学校（市北部） 

府馬小学校（市南部） 
簡易測定 

暫定基準値以下（0.09～0.14） 

6月 30日 暫定基準値以下（0.13～0.15） 

7月 7日 暫定基準値以下（0.09～0.15） 

7月 14日 暫定基準値以下（0.04～0.13） 

 

・農作物の放射能対策 

香取市産のホウレンソウについては、４月 22日の出荷制限解除後４月 28日、５月４日、12日

の３回検査（２検体/回）を実施し、いずれも不検出。以後、５月 19日から６月 23日までの間、

毎週木曜日、計６回の検査を実施、検査の結果は、６月２日採取分の１検体から基準値の約１

/100に当たる 4.9ベクレル/kg(定量下限値は、4.8)のセシウムが検出されたが、それ以外の 11

検体は不検出 

７月以降は２カ月に１回のペースで実施予定 

７月検査は、７月 27日にサンプリング⇒検査結果：７月 29日（予定）…次回９月 

 

・市内における主要農作物の放射性物質検査（県が国と協議して実施）について 

「稲ホールクロップサイレージ」７月 14日にサンプリング⇒検査結果：未検出７月 20日 

「かんしょ」７月 20日にサンプリング⇒検査結果：７月 22日（予定） 

「梨（幸水）」７月 27日にサンプリング⇒検査結果：７月 29日（予定） 

「マッシュルーム」８月３日にサンプリング⇒検査結果：８月５日（予定） 

「秋冬さといも」９月 14日にサンプリング⇒検査結果：９月 16日（予定） 

「落花生」10月 26日にサンプリング⇒検査結果：10月 28日（予定） 

「水稲」現在は県と国が協議中で、計画策定中 

 

・出荷制限にかかる被害農家への対策 

６月６日（月）から 10日（金）の間、ホウレンソウの出荷自粛・制限期間中における損害賠償請求相談

窓口を開設し、この間、27件の相談を受け、必要書類が整った 21件について、「ＪＡグループ東京電



力福島原発事故農畜産物損害賠償対策千葉県協議会」へ請求を依頼し、６月 23 日の協議会総会で

承認され、６月 30日に請求となった。 

請求額 … ＪＡ佐原：7,742,556円（17件）、 ＪＡかとり：1,707,600円（４件） 

支払額…７月下旬に請求額の半額が仮払される見込み 

 

 

○液状化等地盤沈下地域における雨水浸水対策 

  ・土嚢の備蓄 

梅雨入りを前に市内 17箇所、１６,５００個を配備。また、水防用の土のうの備蓄量を通常（６,

５００個）より７割増やし、１１,０００個を配備。 

 

○公共施設の応急対策 

 ・陥没、隆起した道路や文教施設などの応急対策（補修）を実施。 

 

○農地、農業用施設復旧状況 

・香北土地改良区内の応急復旧状況 

 パイプラインの復旧面積 1,863.9ｈａ 復旧率 93.1％ 

 田植えの進捗状況    1,979.2ｈａ 進捗率 89.0％ 

・水郷土地改良区内の応急復旧状況 

パイプラインの復旧面積 127.2ｈａ 復旧率 41.1％ 

田植えの進捗状況    248.6ｈａ 進捗率 80.2％ 

＊水郷土地改良区については、３０９ｈａのうち１７６ｈａを本復旧工事として施工。 

 

○高齢者対応等 

 ・一人暮らし高齢者（約９００人）に対して、社会福祉協議会で民生委員及び母子福祉協力

員を中心に、安否確認・水と食料を配布。 

 

○情報の提供 

 ・防災行政無線や広報紙、ホームページ等により随時、震災関連情報を提供。 

 

○香取市震災復旧・復興方針の策定 

本格的な復旧、そして復興という新たな段階に進むにあたり５月２３日に「香取市震災復旧・

復興基本方針」を策定 

 

 ○香取市災害復興本部の設置 

発災直後から設置してきた「災害対策本部」について、ライフラインの仮復旧、避難所の閉鎖、

香取市震災復旧・復興基本方針が策定されたことに伴い、今後予定される復旧・復興業務を円滑

かつ適切に行うため、５月２３日をもって「災害復興本部」に移行 

 



 

香 取 市 震 災 復 旧 ・ 復 興 基 本 方 針 
― ふるさと香取の再生と安心で安全なまちづくりに向けて ― 

 

  

 

  東日本大震災は、日本観測史上最大のマグニチュード 9.0を記録した大地震の発生に

より、東日本各地で、大規模津波、液状化、原発事故、電力不足による混乱など未曾有

の大災害となっています。 

  本市でも、過去に経験したことのない大きな被害を受け、特に液状化による被害が顕

著となっており、家屋の沈下や傾き、道路の寸断、水道管破損による断水、下水道管の

破損や泥の堆積など、市民生活に大きな影響を受けました。 

  震災から２ヶ月余りが経過し、この間、国、県はもとより、全国からご支援をいただ

きながら応急復旧を進めてきました。 

今後は、本格的な復旧、そして復興という新たな段階に進むにあたり「香取市震災復

旧・復興基本方針」を策定するものです。 

 

 

 

 

  復旧・復興にあたっては、以下の４つを基本的な考え方として取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■基本方針の策定経緯 

■復旧・復興の基本的な考え方 

★ 復旧・復興の基本的な考え方 ★ 

平成23年5月23日 策定 

 

◆ 復旧・復興は、概ね３年を目標として取り組み、特に、平成23

年度は、復旧・復興の１年として位置づけ全力で取り組みます。 

◆ 国・県と密接に連携し、市民の皆さんが暮らしやすく、災害に

強いまちづくりに取り組みます。 
 

◆ 被災された方の心身のケアに十分配慮し、早期に生活を再建で

きるよう支援に取り組みます。 

◆ 地域の支え合いや市民協働を基本として、復旧・復興に取り組

みます。 

資料４ 



 

 

 

 

  

 

年度 

時期 
23 24 25 26 27 28 29 

復旧・復興期        

新たな展開期        

  ※ 復旧・復興期 … 主にインフラの復旧、都市基盤の再建を目指す期間 

    新たな展開期 … 暮らしやすく安心で安全なまちとして新たな香取市を構築する期間 

 

 

 

 

 

 ○災害に強いまちづくり 

  復旧・復興にあたっては、単なる復旧作業にとどまらず、災害に強い工法や設備の導

入を図り、災害時においても安心で安全なまちづくりに取り組みます。 

 

 ○ライフラインの効率的な復旧 

  道路、河川、上水道、下水道等ライフラインの復旧にあたっては、庁内連携を図り、

計画的で効率的な事業実施に取り組みます。 

 

 ○各種公共施設の復旧 

  学校、保育所、福祉施設、生涯学習施設など各種公共施設の復旧を行います。 

■復旧・復興のスケジュール 

 

 

■分野別基本方針 

１ 安心・安全なまちづくり 

このマークを香取市復興のシンボルとして

位置付けます。 

 

【シンボルマークの趣旨】 

佐原、小見川、山田、栗源の皆さんと香取市 

を支援してくれる全国の応援団の皆さんをイ

メージした５人が手と手を取り合い、一つにな

って復興に取り組む姿を表現したものです。 

今後、復興関連イベントなどの啓発として使

用します。 

 

■復旧・復興のシンボルマーク 



また、各施設の耐震化に取り組みます。 

 ○放射性物質に対する不安解消・安全確保 

  福島第一原子力発電所事故による放射性物質の影響について、市民の皆さんの不安解

消や安全確保を図るため、国・県と連携して取り組みます。 

 

  

 ○被災者を対象とする各種相談体制の充実 

  心の相談など被災者の不安解消や様々な課題解決のための相談体制を充実し、きめ細

かな対応と支援に取り組みます。 

 

 ○液状化等による家屋被害の救済 

  液状化等による家屋の被害について、実際の被害状況を踏まえて、国・県と連携し、

迅速・円滑に救済や生活支援に取り組みます。 

 

 

 ○市が事業主体となった農業施設等の復旧 

  土地改良区が管轄する農業施設等の災害復旧事業については、県や土地改良区と密接

に連携し、市が事業主体となり迅速に災害復旧に取り組みます。 

 

 ○放射能汚染に伴う風評被害等への対応 

  放射能汚染による出荷制限や風評被害に対し、関係団体と連携し、補償等について強

く求めていきます。また、香取市産農産物の安全性のＰＲに強力に取り組みます。 

 

 

 ○直接的・間接的な被害を受けた商工業者への支援 

  地震、液状化などによる直接的な被害や電力不足、もの不足、消費自粛、また、関連

事業者の被災など間接的に被害を受けた商工業者に対し、国・県等と連携し、相談体制

の充実や融資などの支援に取り組みます。 

 

 ○消費拡大・商工業振興 

  各種イベント等と併せ、「自粛から復興へ」を推進し消費拡大に努め、商工業の振興

を図ります。 

 

 

 ○適切な情報発信やＰＲ活動の実施 

観光資源の再生や観光情報の発信など、復旧状況に応じた取り組みを進めます。 

市の観光の安全・安心を国内外に発信し、観光自粛の早期払拭に努め、交流人口の拡

大に取り組みます。 

 

２ 被災者の救済、家屋被害への対応 

３ 農業施設等の被害への対応 

５ 観光振興 

４ 商工業の振興 



 

 ○歴史的町並みの復旧・保存 

  地震により直接被害を受けた国選定の重要伝統的建造物群保存地区は、市のシンボル

であり今後も観光振興の核となる地区であることから、国・県と連携し、地域との協働

により復旧や保存に取り組みます。 

 

 

 

 

 ○香取市復旧・復興計画(仮称)の策定 

  今後の復旧・復興が迅速、かつ着実に実施できるよう、できるだけ早期に香取市復旧・

復興計画(仮称)を策定します。 

 

 ○香取市地域防災計画の検証・見直し 

  今回の震災を教訓として、香取市地域防災計画を検証し、予防対策、応急対策、復旧

対策など災害時に適切に対応できるよう見直しを行います。 

 

 ○総合計画 後期基本計画の策定 

  前期基本計画は、平成 24 年度までの計画であり、25 年度からの計画として後期基本

計画を策定する予定です。後期基本計画は、震災からの復旧・復興、新たな展開を踏ま

え、香取市復旧・復興計画(仮称)と整合を図りながら策定します。 

 

 ○既存の各種計画・合併特例事業の見直し 

  既存の各種計画や合併特例事業等について、震災による影響等を適切に把握し、必要

に応じ見直しを行います。 

 

 

 

 

 ■建 物 被 害 ： 約 3,500棟 

 

 ■液状化面積 ： 約 3,500ha（東京ドーム 750個分） 

 

 ■上  水  道 ： 市内のほぼ全域約 20,000戸が断水 

 

 ■市内公共施設 ： 約 200億円 

概算被害額   (道路・河川・上水道・下水道・農業関係・観光関係・文教関係など) 

■香取市被災状況 

■計画策定・今後の取り組み 

香取市被災状況 



― 東日本大震災 ― 

香取市災害復興計画策定方針 
 

１ 趣旨 

 東日本大震災からの復興にあたっては、ライフラインや各種公共施設、地域経済等

の迅速な復旧を図るとともに、総合的かつ長期的な視野に立ち、被災者の生活支援や

より安心で安全なまちづくりを目指し、計画的に復興を進めるため「―東日本大震災

―香取市災害復興計画」を策定します。 

 

２ 計画の名称 

計画の名称は、「香取市災害復興計画」とします。 

 

３ 計画期間 

平成 23年度から平成 29年度までの７か年計画とします。 

 

４ 計画の構成 

災害復興計画は、復旧・復興を確実に進め、新たなまちづくりを進めるにあたり必

要な体系と内容で策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

（復興計画骨子案） 

■ はじめに（市長あいさつ） 

■ 目次 

■ 復興計画の概要 

  １ 計画の趣旨 

２ 計画の位置づけ 

３ 計画期間 

４ 計画の範囲 

■ 復興計画の体系 

■ 復興の基本理念 

■ 復興の基本目標 

■ 分野別計画（復興施策） 

資料５ 



５ 策定体制 

 ●全体イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）庁内組織 

  ○災害復興本部 

    香取市災害復興計画の策定にあたり、災害復興本部が最終意思決定機関とし

て進めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○災害復興本部 事務局会議 

災害復興計画の案の策定にあたり、災害復興本部事務局会議を開催し協議・

検討を行います。 

会議には復旧・復興関係事業を担当する課長を加えて実施するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 災害復興本部 

本 部 長 市 長   

副本部長 副 市 長   

本 部 員 

総 務 部 長 企画財政部長 市民環境部長 

健康福祉部長 経 済 部 長 建 設 部 長 

建設部参事 上下水道部長 教 育 長 

教 育 部 長 議会事務局長 会計管理者 

区分 事務局会議 

事務局長 総 務 課 長   

事 務 局 

企画政策課長 財 政 課 長 市民活動推進課長 

社会福祉課長 農 政 課 長 都市計画課長 

水 道 課 長 教育総務課長  

関係課長 
環境安全課長 商工観光課長 建 設 課 長 

道路河川管理課長 下水道課長  

市 

 

総 務 課 

企画政策課 

市 民 

 

区長 

市民アンケート 

パブリック 

コメント 

区長会議 

無作為抽出 

2,000人 

外部委員会 

 災害復興会議 

事務局会議 

(関係課長含 )

む) 

災害復興本部 



（２）外部委員会 

  ○香取市災害復興会議の設置 

    災害復興計画の策定にあたり、各団体の代表者や識見者、関係機関などの意

見を反映させることを目的として「香取市災害復興会議」を設置するものとし

ます。（要綱設置） 

 

（３）市民参加 

  ○市民アンケート 

   香取市災害復興計画の策定にあたり、市民の現状把握や率直な意見を収集し、

計画に反映させることを目的としてアンケート調査を実施しています。 

 

  ○区長会議 

    災害復興計画の策定状況を説明し、市民の代表として、素案の説明及び意見

聴取を行います。 

地域自治区制度廃止後の各地域の市民意見の反映手法として、区長会議を活

用するものとします。 

 

  ○パブリックコメント 

   災害復興計画案の最終段階において、パブリックコメントを実施し、市民に情

報提供するとともに市民意見を聴取します。 

 



５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

アンケート調査
（復旧・復興関係）

市長・市民復興対談

区長会議

パブリックコメント

外
部
委
員

災害復興会議

議
会

市議会

事務局会議

災害復興本部

災
害
復
興
計
画
策
定

―東日本大震災―　香取市災害復興計画策定スケジュール

H23 Ｈ24

市
民
意
見

内
部
会
議

24
年度

25
年度

アンケート 

設計 

説明 

災
害
復
興
計
画
策
定 

計画期間 

H2３～H29 

意見募集 

10/15～11/15 

結
果
公
表 

設
置(

8･

3) 

会
議(

9･

5) 

会
議(

9
・
26) 

会
議(

6･

14) 

会
議 

会
議 

会
議 

会
議(

6･

27) 

会
議(

7･

21) 

会
議 

定例 
議会 

会
議 

定例議会 全協 

対
談(

7･

26) 

説明 
佐原 
小見川 
山田 
栗源 

定例議会 

配布(6/20) 
回収(～7/4) 
集計(～8月) 
分析(～8月) 

説明 

委員選定 

依頼等 

対談 

（６回程度開催） 
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香取市災害復興会議 会議スケジュール 

 

会議 開催日時・会場 会議内容 備考 

第
１
回
会
議 

８月３日(水) 

15:30～ 

香取市役所 

７階 全員協議会室 

○委員委嘱 

○議長・副議長選出 

○香取市の被災状況 

○復旧・復興基本方針 

○復興計画策定方針 

○復興計画策定スケジュール 

○被災状況・対応状況と課題 

○復興計画骨子案 

○その他 

 ・東日本大震災にかかる国・県の主な動き 

・市民アンケート速報（中間報告） 

 

 

第
２
回
会
議 

９月５日(月) 

13:30～ 

香取市役所 

４階 庁議室 

○市民アンケート集計結果 

○市長対談（中間報告） 

○復興計画（素案） 

○その他 

 

 

第
３
回
会
議 

９月 26日(月) 

 11:00～ 

香取市役所 

４階 庁議室 

○区長会議結果 

○市長対談結果 

○復興計画（案） 

○その他 

 

 

 

 

 



 

 

 

香取市の被災状況・対応状況と課題 
 

１ 液状化被害の状況・対応 

（１）液状化の状況 

  ○市内全域で約 3,500ha（東京ドーム 約 750 個分）という広大な面積で地盤

の液状化現象が発生し、噴砂や地盤の沈下・移動が不規則に生じた。 

○住宅地でも佐原地区・小見川地区の低地を中心に約 140ha で液状化がみられ

た。 

 

（２）液状化による被害 

   建築物、宅地、農地・農業用施設、道路、上下水道ほか、各種公共施設に被

害が出ている。 

   建築物や宅地については、地盤の変動に伴う傾斜や沈下が発生し、沈下に伴

って近接する道路地盤との間に高低差が生じたため、降雨時に雨水が浸入した

り、下水管の逆勾配が生じて宅地内の生活排水等が排出できなくなったりする

ケースが多数発生している。また、液状化による地盤変動によって建築物全体

が形状を保ったまま傾斜した場合には、住家として使用し、居住していると、

建物の構造上の安全性は維持されているとしても、めまいなどの健康被害が発

生するケースが生じている。 

   農地については、液状化による噴砂により、粒子の小さな砂で地表が覆われ、

そのままでは作付できないケースが広大な面積で発生した。 

   農業用施設については、地盤の変動に伴い、配水管や農業用水路の損傷など

が多数発生した。 

   道路や上下水道については、液状化により地盤が不規則に沈下・隆起・横ず

れしたため、道路が各所で陥没・隆起・亀裂・段差が生じ、波打ち、蛇行する

形状となり、地下に埋設された上下水道も寸断されるなどの現象が生じた。 

   これらのため、公共施設については応急復旧対応がとられたものの、今なお、

市民生活や経済活動などに大きな影響が及んでいる。 

 

（３）液状化への対応 

〇震災直後から、道路、上下水道、農業用施設などについての応急復旧作業を

実施してきている。 

〇道路側溝等の応急作業を実施してもなお、液状化による地盤地下によって被

災した住宅・宅地では、降雨による浸水被害等が発生することから、土嚢袋

の配布や排水用の水中ポンプの貸し出しを実施したほか、土嚢の備蓄を実施。 

   （土嚢の備蓄） 

市内 17 箇所 16,500 個配備 

水防用土嚢  11,000 個配備(通常備蓄量(6,500 個)の 7 割増) 

資料７



 

 

○地盤の液状化対策の方針を検討するためコンサルテイング会社に検討業務

を委託。 

    業務委託先：パシフィックコンサルタンツ(株) 

委託期間：５月 26 日～８月 15 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市民生活関係の被災状況・対応 

（１）建物被害 

  〇瓦の落下や外壁のひび割れなど軽微な被害を含めると、市内全域で、約 5,000

棟という非常に多くの建物で被害が生じた。 

  〇特に液状化が激しい地域では、大規模半壊以上の大きな被害を受けた建物が

多くなっている。 

  〇国の被害認定基準について、震災発生時の基準では液状化被害が十分想定さ

れておらず被害の実態が的確に反映されなかったため、国・県に要望を行っ

た。５月２日に国において見直しが行われ、一部損壊以下の判定結果となっ

ていた建物で大規模半壊又は半壊と判定が見直されるケースが多かった。 

 

   （被害建物数）約 5,000 棟（全半壊＋一部損壊） 

※現在も被害調査申請を多数受付中。 

 

   （被害認定状況） 

ア 全壊         195 

イ 大規模半壊      951 

ウ 半壊         963 

エ 一部損壊     2,355 

オ その他        361   

計         4,825 

【課題】 
○液状化対策 

 住宅地における液状化によりライフラインの寸断、砂没等の甚大な

被害を受けており、応急復旧の状態が続いているため、早期の本格的

な復旧が待たれている。 

 また、液状化した住宅地においては、道路・上下水道の復旧内容（復

旧後の道路面の高さや下水管の位置など）を把握したうえで住宅の改

修を行う必要のある世帯が多いことから、道路・上下水道の復旧内容

の詳細に関する早期の情報提供が求められている。 

 さらに、宅地が液状化した市民から、今後の液状化被害を予防する

ための工法や費用、地盤の強度等についての問い合わせや住宅の補修

や再建築の方法についての問い合わせが多くなされている。 

 



 

 

   （応急危険度判定） 

     被災建築物応急危険度判定 調査済み 1,695 件  

 （結果）       危険 357 件  要注意 723 件 

 （うち重伝建地区等） 危険 116 件  要注意 246 件 

 

（２）住宅対策 

  ○震災により住宅に住み続けることができなくなってしまった被災者に対し、

避難所の設置や仮設住宅の建設、住宅の斡旋などを実施した。 

 

（避難所の設置） 

設置場所：市民体育館 

利用者：延べ 1,256 世帯、2,797 人（震災直後には一時 468 人） 

閉鎖日：５月 15 日（ライフラインの復旧・応急仮設住宅の完成等により） 

 

  （公営住宅等への入居の斡旋） 

斡旋世帯数：21 世帯 

（内訳）市営住宅（３世帯）・県営住宅（２世帯） 

国家公務員宿舎（９世帯）・民間借上げ（７世帯） 

 

  （応急仮設住宅の建設を県に対し要請） 

建設数：30 戸 

建設場所：旧佐原第二中学校運動場  入居開始：５月 10 日 

   入居世帯：30 世帯(このうち既に１世帯が退去) 

その他：応急仮設住宅等入居者に対し、香取市内（佐原・小見川・山田）

循環バスの無料乗車証を交付。 

 

（３）高齢者・障害者対応等 

○震災後、災害弱者である一人暮らしの高齢者が孤立しないよう安否確認や水、

食糧配布を実施した。 

・対象者数：約 900 人 

・実施主体：社会福祉協議会、民生委員・母子福祉協力員が中心 

  ○気がかりな障害者世帯については、安否確認のための訪問調査を実施した。 

   （聴覚障害者、視覚障害者、障害者単身世帯、障害者のみの世帯） 

 

（４）放射能対策 

  ○福島第一原発事故の影響により、放射性物質の拡散が大きな問題となってお

り、水道や大気等の放射線量の測定を実施し、結果を公表している。 

   これまでのところ、健康に影響が生じるような値は検出されていない。 

 



 

 

（水道水の放射能対策） 

    放射線量の測定：玉造浄水場 週２回測定 

その他４浄水場 週 1 回測定 

 測定結果：全て不検出（７月 27 日現在） 

 

（浄水処理発生汚泥の放射能対策） 

   浄水処理工程から発生する汚泥中の放射線量の測定：月２回測定 

 

（大気中の放射能対策） 

千葉県及び成田空港では、大気中の放射線量について毎日測定を行ってい

る。なお、千葉県における測定データについては、5 月中旬以降は、継続

して過去平常値の範囲のレベルとなっている。 

また、市においても市内の学校施設等で簡易測定を順次実施しているが、

これまでのところ、暫定基準値を超える値は検出されていない。 

 

【市内で実施した測定結果】 

測 定 日 測定場所 測定方法
測定結果(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時) 

暫定基準値：3.8  

6 月 1～3 日、6 日 
保育所・幼稚園・ 

小中学校 28 施設 
簡易測定 暫定基準値以下（0.08～0.23）

6 月 10 日、 

14～17 日 

保育所・幼稚園・ 

小中学校 32 施設 
簡易測定 暫定基準値以下（0.04～0.24）

7 月 4～6 日、8 日 
幼稚園・小中学校 

37 施設 
簡易測定 暫定基準値以下（0.06～0.26）

6 月 23 日 

新島中学校（市北部）

府馬小学校（市南部）
簡易測定

暫定基準値以下（0.09～0.14）

6 月 30 日 暫定基準値以下（0.13～0.15）

7 月 7 日 暫定基準値以下（0.09～0.15）

7 月 14 日 暫定基準値以下（0.04～0.13）

7 月 21 日 暫定基準値以下（0.08～0.14）

7 月 25 日～27 日 保育所 21 施設 簡易測定 暫定基準値以下（0.08～0.20）

7 月 28 日 

新島中学校（市北部）

府馬小学校（市南部）
簡易測定 暫定基準値以下（0.08～0.13）

市内公園 ４施設 簡易測定 暫定基準値以下（0.10～0.29）

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 地域経済・産業関係の被災状況・対応 

（１）農業被害 

  〇震災、特に液状化により、農地や用水パイプライン、排水路などの農業用施

設に甚大な被害を受けた。 

  〇震災後、作付時期が迫っていたため、各農家で様々な応急対応が行われたほ

か、市でも特に被害の大きかった地区では災害復旧事業の事業主体となり農

地・農業用施設の復旧に取り組んできたが、今年度の作付ができなかった農

家も多く残っている。 

 

  （液状化等による農業被害） 

   当初作付不能 

 面積：約 2,500ha 収量減：約 1.4 万トン 損害額：約 28 億円（想定） 

    現時点（段階的復旧により） 

 面積：約 328.3ha 収量減：約 1,838 トン 損害額：約 3.6 億円（想定） 

    具体的な損害額等は不透明 

 

（農地・農業用施設復旧状況） 

  香北土地改良区内の応急復旧状況 

 パイプラインの復旧面積 1,863.9ha 復旧率 93.1％ 

 田植えの進捗状況    1,979.2ha 進捗率 89.0％ 

【課題】 
○被災住宅の再建・生活再建 

 住宅の倒壊や傾斜、沈下などにより、震災前に居住していた住宅で

の生活が困難なケースも多く発生しており、住宅の補修や再建に関す

る目途がたっていない世帯も多い。 

 特に、液状化被害を受けた地域では、沈下した家屋のジャッキアッ

プや地盤の改良などに多額の費用を要するが、必要な補修内容等が分

からないなどといったこともあり、対応に苦慮している世帯が多い。 

 

○医療・保健・福祉体制の強化 

 住宅が被災し、応急仮設住宅などに入居している被災者は、今後の

生活や住宅再建などについての不安や急激な環境の変化などにより

様々なストレスを抱えているが、今後さらに、精神的・身体的なケア

が必要とされるようになっていくと想定される。 

 

○放射性物質に対する不安・市民の健康 

 放射能は、目に見えず判定しにくいほか、ホットスポットが生じた

り天候等による変動が大きいなどの理由から、外部被ばくや内部被ば

くによる将来の健康リスクなどに対して、市民の関心は非常に高く、

不安は大きくなっている。 



 

 

  水郷土地改良区内の応急復旧状況 

 パイプラインの復旧面積 127.2ha 復旧率 41.1％ 

 田植えの進捗状況    248.6ha 進捗率 80.2％ 

 ※ 水郷土地改良区は、309ha のうち 176ha を本復旧工事として施工。 

 

（２）放射性物質よる被害 

〇原発事故による放射性物質の飛来によって、香取市産ホウレンソウから放射

性ヨウ素が基準値を超えて検出され、出荷制限が行われた。 

〇現在は、香取市産ホウレンソウの出荷制限も解除され、その他の作物につい

ても基準値を超えるような放射性物質は検出されていないが、風評被害等に

よる価格低下が生じている状況にある。 

 

（香取市産ホウレンソウの出荷制限） 

 出荷制限：４月４日（４月 22 日解除） 

 

（農作物の放射能対策） 

  香取市産ホウレンソウ検体検査 

  検査：４月 28 日から６月 23 日まで 計９回実施（２検体/回） 

 検査結果：６月２日採取分１検体から放射性セシウム検出 

 4.9 ベクレル/kg（基準値の約１/100）(定量下限値は、4.8) 

 それ以外は、不検出 

   ※７月以降 ２カ月に１回のペースで実施予定 

 

（主要農作物の放射性物質検査）（県が国と協議して実施） 

・稲ホールクロップサイレージ：７月 14 日にサンプリング 

⇒検査結果：不検出（７月 20 日） 

・かんしょ：７月 20 日にサンプリング 

⇒検査結果：不検出（７月 22 日） 

・梨（幸水）：７月 27 日にサンプリング 

⇒検査結果：不検出（７月 29 日） 

・マッシュルーム：８月３日にサンプリング 

⇒検査結果：８月５日（予定） 

・秋冬さといも：９月 14 日にサンプリング 

⇒検査結果：９月 16 日（予定） 

・落花生：10 月 26 日にサンプリング 

⇒検査結果：10 月 28 日（予定） 

・水稲：現在は県と国が協議中（計画策定中） 

 

 



 

 

（出荷制限にかかる被害農家への対策） 

 損害賠償請求相談窓口開設 

 開設期間：６月６日（月）～10 日（金） 

 相談内容：ホウレンソウの出荷自粛・制限期間中の損害賠償 

 相談件数：27 件 

必要書類が整った 21 件について、「ＪＡグループ東京電力福島原

発事故農畜産物損害賠償対策千葉県協議会」へ請求を依頼し、６月

23 日の協議会総会で承認され、６月 30 日に請求となった。 

 請求額 … ＪＡ佐原 ：7,742,556 円（17 件） 

 ＪＡかとり：1,707,600 円（４件） 

 支払い…８月１日・２日に請求額の半額が仮払された。 

 

（３）商工業業者の被害に伴う融資 

  ○被災した店舗や工場などの修復などに対する融資や外出や外食の自粛、観光

客の減少などによる売上の減少に対する融資に対応した。 

 

  （店舗・工場等の被害に対する融資（罹災証明書発行）） 

     融資件数：28 件 

 

  （売上減少に対する融資） 

     融資件数：87 件 

 

（４）観光客の減少 

  ○春先から観光シーズンを迎える中、観光の中心である歴史的町並みや伊能忠

敬旧宅、小野川などの被災によって昨年に比べ観光客が大きく減少している。 

   水生植物園のあやめ祭り期間中の来場者数も大きく減少している。 

 

  （観光入込客の減少） 

主な施設等 H23 入込数 H22 入込数 
前年 

対比 
備考 

佐原地区 

(3～5 月 合計) 
約 21,000 人 約 57,000 人 約 37％

山車会館 

町並み交流館 

伊能忠敬記念館 

水生植物園 

(あやめ祭り期間) 
約 44,000 人 約 66,000 人 約 67％  

道の駅くりもと 

(3～5 月 合計) 
約 231,000 人 約 276,000 人 約 84％  

 

 

 



 

 

（５）歴史的町並み被害 

  ○国の重要伝統的建造物群保存地区などに指定されている町並みの歴史的建

造物において、瓦の落下、壁の亀裂、柱のゆがみなどの被害が発生した。 

 

  （建物等の被害） 

・重伝建地区 

    被害件数：45 件 特定物件数：95 件  罹災率：47％ 

   ・景観地区 

    被害件数：24 件 指定物件数：35 件  罹災率：68％ 

 

  （応急危険度判定(町並みエリア)） 

   実施日：３月 15 日～18 日 

※判定紙は貼らず、口頭で危険個所を伝達 

 

  （町並み建物修理相談会） 

   実施日：４月５日～８日 

   参加者：45 人 

 

  （国指定史跡・県指定文化財建造物の被害） 

   ・国指定：１件 ３棟  罹災率：100％ 

   ・県指定：８件 12 棟  罹災率：100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 
○農業の再建 

 香取市は千葉県第一位の生産量を誇る水田地帯であり、農業は地域の重

要な基幹産業となっているが、農地や農業施設に大きな被害を受けたた

め、作付けができなかった農家も多く残っている。 

 近年、農家は農業収入の低迷により苦しい経営状況が続いてきているほ

か高齢化・後継者不足も顕著となってきているが、今回の震災被害により、

施設の復旧に関する金銭面の負担や放射性物質に関する風評被害等によ

る収入減少が見込まれるため、今後、さらなる経営不振が危惧される。 

 

○放射性物質による出荷制限や風評被害 

 現在、香取市内の多くの農家においては震災被害を乗り越えて作付・栽

培に尽力しているが、今後、仮に、基準値を超える放射性物質が検出され

た場合、出荷停止によって収入を失う恐れがある。また、既に、風評被害

によって価格の下落が生じているが、今後の動向によっては、さらに風評

被害が拡大し、価格が下落する恐れがある。 

 牛肉・豚肉など畜産業についても風評被害によって、値崩れが起きてお

り、経営不振から離農も危惧される。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 都市基盤関係の被災状況・対応 

（１）道路、河川等被害 

  ○市内の広い範囲で道路・水路等に被害が出ている。 

   特に液状化した地域で大規模な被害となっている。 

 

  （道路被災）約 540 件 

 通行止等：（現在）通行止： 6 か所 片側通行： 1 か所 

 （最大）通行止：81 か所 片側通行：31 か所 

 

（河川被災）19 件 

 河床隆起：1 件 

 護岸亀裂・傾斜等：12 件 

 水門周辺崩壊・門扉傾斜等：6 件 

 ※他に、県管理一級河川小野川の河床隆起、護岸崩壊あり 

 

（急傾斜地被災）１件 

【課題】 
○商工業の再建 

 香取市においては、震災以前から厳しい経営環境の中で経営努力によ

る事業運営を行ってきた中小規模の事業者や個人事業主が多いが、震災

による売上の減少や店舗等の被災により廃業した事業者も一部出てき

ており、今後さらに経営環境の悪化や経営不振が予想される。 

 

○観光の再生・振興 

 香取市では、地域の歴史や文化・自然を活かした観光振興を地域活性

化の重要な柱として位置づけ、これまで積極的に取り組みを進めてきた

が、今回の震災により、観光拠点である歴史的町並みや小野川、水郷佐

原水生植物園などが被災したほか、各種まつり・イベントを中止・延期

せざるを得なかった。また、自粛ムードや原発事故による風評被害によ

り東日本方面への旅行控えも発生している。 

 このため、香取市への観光入込客数が大幅に減少しており、観光の再

生・振興に関する早急な対応が求められている。 

  

○歴史的町並みの再建 

 香取市では、長年にわたり地域住民が中心となって歴史的町並みが保

存されてきたが、今回の震災により歴史的町並みの建造物が被災し、市

民のみならず、市外からも早期の復旧が望まれている。 

 また、今後の震災等に備え、歴史的建造物の耐震化などについても検

討が必要。 



 

 

（２）上水道被害 

  〇市内の広い範囲で水道管が破損し、栗源地区を除くほぼ市内全域で断水した。 

  〇特に液状化が発生した地域では、水道管の損傷が激しく、応急復旧に時間を

要した。上水道の早期復旧が困難であったため、道路上などへの仮設配管設

置による応急復旧を実施した。 

 

  （断水戸数）約 19,760 戸 

    市内全域断水解消：４月 17 日（仮設配管を含む） 

 

  （給水所の設置） 

 設置個所：最大 15 か所（市役所、公民館、小学校等（５月 15 日撤去） 

 給水支援：陸上自衛隊（3/12～4/4（24 日間） 延 465 名 500ｔ 

   給水車応援：成田市、鴨川市、八千代市、東庄町、埼玉県企業局、所沢市、 

         深谷市、日本鋪道㈱ 

 

（３）下水道被害 

 液状化が発生した地域で土砂の流入や下水道管が損傷により、流下能力の低

下や使用できないなどの影響があった。 

 現在は、管渠の清掃を行い生活に支障がないよう流下能力の確保をしている。 

 

（下水道の影響） 

 公共下水道：約 1,500 戸（最大） 

 農業集落排水：約 900 戸（最大） 

 

（仮設ポンプ設置） 

 流下能力を確保できていない地区に仮設ポンプを設置し運転中 

 設置地区：水郷大橋町・住金団地・香北地区 

 

（４）学校施設等の被害 

 〇小中学校・給食センターなど、学校施設等のほぼ全施設で震災の被害を受け、

児童生徒の安全確保を図り、応急対策(補修)等を実施。 

 〇特に新島中学校については、使用ができない状態で、新島小学校で授業を実

施。現在、仮設校舎を新島中学校屋内運動場脇に建設中である。 

 

（５）公共施設被害 

〇水道、下水道、道路、河川、農業関係施設、観光関係施設、文教施設、保育

所、庁舎、消防など市内の公共施設に大きな被害がでている。 

〇道路の陥没や隆起、文教施設など応急対策（補修）を実施した。 

（被害総額）約 200 億円（現時点の概算） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 防災施設・防災体制の状況・対応 

（１）消防施設 

   栗源地域の防災の拠点である栗源分遣所が使用不能になっており、現在は 

   栗源支所に一時移転。 

 

（２）情報の提供 

   震災関連情報について、震災後から継続的に様々な媒体を活用し実施。 

（情報媒体）防災行政無線、広報紙（震災支援号を含む、ホームページ、 

回覧文書等 

 

 

【課題】 

○道路・河川の復旧 

 道路については、道路面や側溝などが破損し、一定の応急対応は行っ

ているものの、通行に支障があったり、排水能力が低下したりしている

箇所が多い状況にある。特に、液状化地域では、道路の凹凸や舗装の喪

失により車両の通行や歩行者（お年寄りや子供など）の通行に支障があ

る。 

 また、河川については、液状化による川床の隆起による処理能力の減

少や護岸の崩落に対する早急な対応が必要となっている。 

 

○上下水道の復旧 

 水道の仮設配管の施工地域では道路上への設置のため、夏季には水温

上昇、冬季には凍結が生じるほか、接触事故等による断水の危険もある

ため、早期の本格復旧が必要となっている。 

 また、上下水道は、生活に欠かせないライフラインの要であることか

ら、今後の震災に備え、災害に強い工法での復旧が望まれている。 

 さらに、今回、震災直後の停電に際して取水や浄水に支障を来したこ

とから、今後の震災に備えた対応が求められている。 

 

○学校施設など各種公共施設の復旧 

 新島中学校においては、今回の液状化現象により校舎全体が傾斜した

ため使用できない状況となっており、早急な対応が必要となっている。

 また、耐震化事業がまだ実施されていない学校もあるが、未来をつく

る子ども達の安全確保の観点から施設の耐震化を早急に図ることが必

要となっている。 

また、市役所本庁舎周辺も含め、各種公共施設においても、震災によ

る段差や亀裂等が生じていることから、利用者の安全性の確保や利便性

向上を図るため、段差等の解消を行う必要がある。 

 



 

 

 
【課題】 

○防災施設の復旧・拠点整備 

 市の防災拠点・避難場所等について、復旧や機能整備が求められて

いる。 

 今回被害を受けた学校等については緊急時の避難場所となることも

踏まえ早急な復旧が求められているほか、老朽化した消防庁舎の整備

も求められている。 

 特に、栗源分遣所は今回の震災で被災し、現在は一時移転している

状況にあるが、地域の安全・安心に十分応えられるよう早急な対応が

求められている。 

 

○防災体制の強化、情報発信の充実 

 大規模災害時には、行政による対応のみでは限界があることが明ら

かとなったことを踏まえ、今後の大規模災害に備え、行政と地域が連

携した防災体制を強化していくことが必要。 

 また、災害の対応（特に緊急対応）について、今回の震災での経験

を活かして、関係者の役割分担や連携のあり方について整理しておく

ことが必要。 

 特に、災害時の情報発信のあり方については、発信すべき情報内容

や情報伝達の手段等について、あらかじめ検討しておくことが重要。 



―東日本大震災― 香取市災害復興計画 骨子案 

 

■ はじめに（市長あいさつ） 

 

■ 目次 

 

■ 災害復興計画の概要 

 １ 計画の趣旨 

   平成23年３月11日、日本観測史上最大のマグニチュード9.0を記録した大地震が東日

本の広範囲を襲い、本市においても、停電、水道の断水、下水道の砂没や断裂、道路

の寸断、河川護岸の崩壊、住宅の倒壊や沈下・傾斜など莫大な被害を受け、未曾有の

大災害となりました。 

特に、液状化による被害が顕著であり、本市の復興にあたっては、液状化の被害を

踏まえ、市民生活や地域経済、都市基盤の再生、今後の災害対策などの課題に対し、

将来を見据え着実に、また効率的で効果的に復興施策を推進することが求められます。 

一刻も早い完全復旧・再生を成し遂げ、本市が安心で安全なまちとして、さらなる

発展を目指し、香取市災害復旧計画を策定するものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

平成23年５月23日に策定した「香取市震災復旧・復興基本方針」に基づき、「―東

日本大震災― 香取市災害復興計画」を策定します。 

震災による被害が甚大であり、震災からの復旧・復興が最重要課題であることから、

香取市総合計画基本構想（平成20～29年度）及び前期基本計画（平成20～24年度）を

踏まえ、震災対策の特別計画として策定し、復興への道筋を明らかにし、優先的に復

興施策に取り組むこととします。 

  前期基本計画については、震災により目標を達成できないものや見直しが必要なも

のなどの検証を行い、後期基本計画に引き継ぐものとします。 

 

３ 計画期間 

平成 23年度から平成 29年度までの７か年計画とします。 

復興にあたっては、概ね10年後を見据えながら、総合計画の目標年次である平成29

年度までの計画として、総合計画で目指す将来都市像「元気と笑顔があふれるまち 一

人ひとりの市民が輝く 活気みなぎる やすらぎの郷 香取」の実現に向けて、本計画を

推進します。また、復興への取り組みを平成25年度からの後期基本計画に引き継ぎま

す。 

資料８ 



 

４ 計画の範囲 

復興計画の範囲は、市が主体となって推進する施策や事業のほか、国、県、一部事

務組合等の公共機関などが実施する施策や事業も含めるものとします。 

 

■ 復興計画の体系 

 

■ 復興の基本理念 

  震災からの復興を成し遂げ、総合計画において将来都市像として掲げる「元気と笑顔

があふれるまち 一人ひとりの市民が輝く 活気みなぎる やすらぎの郷 香取」を実現

するため 

 

 

 

 をスローガンとして掲げ、計画を推進します。 

 

年度 

時期 
23 24 25 26 27 28 29 

―東日本大震災― 

災害復興計画 
       

 復旧・復興期  
 

     

 新たな展開期        

総合計画 

       

       

(基本理念) 

                                

 

 

 

後期基本計画(H25～29) 

総合計画 基本構想(H20～29) 

前期基本計画 



■ 復興の基本目標 

  基本理念を踏まえ、一体的な復興に取り組むため４つの基本目標を掲げます。 

 

１ 市民生活の再生 

被災者が一刻も早くもとの生活に戻れるよう住宅・生活再建に向けた支援の充実を

図ります。また、地域の支え合いや絆を活かし、市民一人ひとりが安心して暮らせる

地域づくりを推進します。 

 

２ 地域経済・産業の再生 

   農業、商工業、観光など被災した地域経済・産業の早期復興を図ります。また、新

たな産業振興を図り、地域経済の活性化を推進します。 

 

３ 都市基盤の再生 

   ライフラインなど社会生活基盤の復旧・整備を図ります。また、単なる復旧にとど

まらず、より安心で安全なまちづくりを推進します。 

 

４ 災害に強いまちづくり 

   今回の震災を教訓とし、防災拠点の復旧・整備や防災体制の強化など災害に強く、

安心して暮らせるまちづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(基本理念) 

 

（基本理念） 

市民協働による 暮らしやすく 人が集うまちづくり 
 

（将来都市像） 

元気と笑顔があふれるまち 
一人ひとりの市民が輝く  活気みなぎる やすらぎの郷 香取 

総合計画 
 （復興計画 イメージ） 

 
１ 市民生活の再生 

２ 地域経済・産業の再生 

 
３ 都市基盤の再生 

 

４ 災害に強いまちづくり 

 

（基本目標） 



■液状化対策 

 １ 液状化対策 

 

■分野別計画（復興施策） 

１ 市民生活の再生 

（１）住宅再建・生活再建の支援 

（２）医療・保健・福祉の充実 

（３）放射性物質に対する不安解消・安全確保 

 

２ 地域経済・産業の再生 

（１）農業の再建支援 

（２）放射性物質汚染による出荷制限や風評被害対策 

（３）商工業の再建支援・商工業振興 

（４）観光の振興・情報発信 

（５）歴史的町並みの再建 

 

３ 都市基盤の再生 

（１）道路・河川の復旧 

（２）上下水道の復旧 

（３）各種公共施設の復旧 

 

４ 災害に強いまちづくり 

（１）防災拠点の復旧・整備 

（２）防災体制の強化 
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